
令和4年12月

一
一
一
一

－凸一

一 ’一
一

一

一
’

再 －－－－－－一 ーー－． － 一一口 ，､一一一
一

一一一

一一 一 一二

ノ

広島地方裁判所呉支部

広島家庭裁判所呉支部

呉簡易裁判所
－ ー

一－ －＝－

－－－－－－ ｰ_一. 一
←

－－一－－－－－－ －－． －ー一一 －
－－



目次

＊管轄区域図・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 。 。 ・ ・ ・ ． 。 ． ・ ・ 1

＊裁判官及び一般職職員の現在員数・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・2

＊裁判官配置表・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ・ ・3

＊一般職管理職員名簿・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・4

＊調停委員等現在員数・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ・ ・ ・5

＜＜地裁関係＞＞

＊地裁民事訴訟（通常，手形・小切手，再審）事件年次推移図表・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ・ ・6

＊地裁民事訴訟（交通事故損害賠償）事件年次推移図表・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ．7

＊倒産（破産，民事再生（含会社更生））事件年次推移図表・ ・ ・ ・ 。 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・8

＊民事第一審通常訴訟事件の処理状況表（令和3年） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・9

＊地裁民事事件長期未済事件調査表・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 、 10

＊地裁刑事訴訟事件年次推移図表・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 、 11

＊地裁刑事訴訟事件の処理状況表（裁判員裁判を含む。 ） （令和3年） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ・ 12

＊簡裁民事訴訟（通常，手形・小切手，再審，少額，少額異議）事件年次推移図表・ ・ ・13

＊簡裁民事訴訟（交通事故損害賠償）事件年次推移図表・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 、 14

＊調停事件年次推移図表・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ・ ・ 15

＊特定調停事件年次推移図表・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 。 ． 16

＊督促事件年次推移図表・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． 、 17

＊簡裁刑事訴訟事件年次推移図表・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ． 18

＊略式事件年次推移図表・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． 、 19

＊検察審査事件一覧表・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・20

＜＜家裁関係＞＞

＊家事審判事件新受事件数の推移・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 。 。 ・ ・ ・21

＊家事調停事件新受事件数の推移・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 。 。 ・ ・ ・22

＊家事調停事件の成立率の推移・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・22

＊成年後見等開始事件数の推移・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 。 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・23

＊成年後見等監督処分事件数の推移・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・24



＊後見人等の報酬付与申立事件数の推移…・…・ ・ 。 ．…． ．…． ． 、坊■

＊人事訴訟事件新受事件数の推移・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ． ． ． ． 、26
*人事訴訟(未済)事件の平均審理期間の推移･…｡………. .~. ､ｸ6

q

＊少年一般保護事件新受事件数の推移・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ． 、 ． ． ． 、ク7
＊少年一般保護事件の観護措置人員割合の推移・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ． ． ． 、27
*少年道路交通法違反保護事件新受事件数の推移． ． 、 ・ ・ ・ ． ． ．．. ． ． ． ､ . ． .,8
＊小丘;首躍本痛塗轌I言ｨ早雲声jH-へ生白墨｡±捨壺b－－－，－ …. ‐：
少年道路交通法違反保護事件の観謹措置人員割合の推移． ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ・ ・28



管轄区域図
◎本庁･簡裁｡検審所在地

○支部･簡裁｡検審所在地
口簡裁所在地
_______ 市町村区域
一簡裁区域

ロ
ロ
ロ
ロ
□

本庁管内
呉支部管内
尾道支部管内
福山支部管内
三次支部管内

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
一

一

一

』

一

一
》
紬
一

一
榊
梱
時
》
御
一

一
噸
雪
嘩
奉
率
一

侃
聴
蜘
腿

１
１
１
１ 唖
．
軍

③
。▲
屯
一

。
、

●
、

1

一

｜串_‘診､..‘／~ミ
1

二二 8

伊
出

室

●

ら

ｒ

０

ｇ

Ｂ

Ｕ

一

句

■

ヂ

、

葛
』※2 神石高原町神石高原町安芸太田町 0『

■

歩 8●｡■ーも■■
、■ロ■いも

、･･、恥にニタ
g
8
■

画主

※4 、‘ロ

F一一 ■■
室 凸 9．．0－，＝
､9

府中市■■Q‐ 要

世羅町

零う．'
Lr‐

府中

奉亟童
広島市

■1－

③や
ロ
グ

、~ 福山福山

三原市府中町 ○

E百帝帝司 福山市
、 1 ~

、~
、、＝海田町

竹原
、

熊野町野町
、

坂町

沙
大竹市 公

。宮鈩大竹

、

~~~~~~~~~------,--------------------_#___，
、、、、~､、Q

0
0
0

0

」
推計人口

呉市 205,888
一－

20,931

226,819

23，016

6

簡裁，地裁 管轄市町村

i

n
8

L･･一･･････一一･･････････一‘ﾛ･一分 呉 江田島市
一

小計

，855

29，871

竹原

《
ロ 計 25‘25‘

(令和4年10月1日現在）

【参考】

(呉地区会の弁護士数.．…24人,弁護士一人当たりの管轄人口･…10,695人）
(同司法書士数…….．…30人，同人口･…8,556人）

（令和4年10月1日現在）
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裁判官及び一般職職員の現在員数

令和4年11月1日現在

庁月’

地裁 簡裁 検審 家裁 計
散種別 I

裁判官
ひ

2
1 3

調査官
4 4

■ ■ ■ ■

1 1 1 1

書記官 6 2 6 14

事務官 5 2 4 2 13

U I I

ロ ロ

ﾛ ﾛ ロ

運転手
ﾛ ﾛ■ ■ ■

庁務員

執行官
■

計 13 4 4 13 34
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裁判官配置表
一

令和4年11月1日現在一ョrーー
｜ 庁 名

(補職年月日）

官

’
｜氏一茗
（年齢)

職 ｜ 一
主要担当事務 扉~薑1備考(期）

広島地方裁判所呉支部

広島家庭裁判所呉支部
呉簡易裁判所
（令和2年8月1日）

判 事

（支部長）

兼簡裁判事

（司掌者）

（43期）

大藪和男

（61歳）

|司法行政事務

民事・刑事合議

民事単独（1/3）

民事保全（1/2）

民事執行雑（1/2）

保護命令（1/2）

発信者情報開示命令（1/2）
破産（1/2）

再生（1/2）

会社更生（全部）
非訟事件（全部）
民事調停（全部）

簡易確定手続（全部）
民事証拠保全（全部）
人事訴訟等（1/2）

|－

家事審判（別表第1のうち後見等
につき1/2）

（別表第2につき1/2）
家事調停（1/2）

家事共助・その他（全部）
家裁合議

I

｜

’
広島地方裁判所呉支

広島家庭裁判所呉支
呉簡易裁判
（令和2年4月1日）

判 事

兼簡裁判事
（新65期）

中井太朗

（35歳）
|民事・刑事合議

刑事単独（全部）
簡裁刑事（全部）

家事審判（別表第1につき1/2）
（別表第2につき1/2）

家事調停（1/2）
家裁合議

－ー司

－

広島家庭裁判所呉支部
広島地方裁判所呉支部
呉簡易裁判所
（令和3年4月1日） ’

判事補（特例）

兼簡裁判事

（68期）

西木文香

（33歳） ’

’
民事・刑事合議

民事単独（2/3）

民事保全（1/2）

民事執行雑（1/2）

保護命令（1/2）

発信者情報開示命令（1/2）
破産（1/2）

再生（1/2）

人事訴訟等（1/2）

|家裁本務

‐
Ｉ
‐
Ｉ

｜ ’

I ’
家事審判（別表第1のうち後見等
以外につき1/2）

少年審判（全部）
家裁合議 ’－

竹
呉
原簡易裁判

簡易裁判
(令和3年4月1日）

’
所
所
簡裁判事 ’小林幹典

（66歳）
|簡裁民事通常(全）
少額訴訟（全）

簡裁民事調停（全部）
略式事件

竹原簡裁
本務 ，

L ’’ ’
」
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一般職管理職員名簿（地裁）

令和4年11月1日現在

=~~gT~窺菅震堯零百一
所属 官職 氏名

広島地方裁判所
呉支部

庶務課長兼
上席主任書記官

５

巳

ｌ

ｆ

ｍ

酢

■

■

ｒ

■

Ｌ

叩

邨

ｑ

ａ

ｇ

Ｄ

Ｍ

■

Ｆ

Ｄ

帆

卸

”

■

守

、

一

■

・

ｒ
ｆ

ｌ大儀一博

同 訟廷管理官

主任書記官主任書記官

大野将吾

同
重富 真

庶務課長兼
主任書記官

呉簡易裁判所 倉迫かおり
３
１

■

呉検察審査会 事務局長 西浦 功

一般職管理職員名簿（家裁）

令和4年11月1日現在

犀~蔦1覇冒悪堯零百一
所属 官職 氏名

広島家庭裁判所
呉支部

庶務課長兼
上席主任書記官 大谷光子

e

h

主任家庭裁判所
調査官

同
福田研次

同 主任書記官 坂根昭一

』
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調停委 員 等現在 員 数

令和4年11月1日現在
■

〆 戸

民事調停委員 家事調停委員I

ロ ロ ロ

本務調停委員 18 本務調停委員 27

兼務調停委員 3 兼務調停委員 7
■

■

■

■

■

■

画

■

■

■

■
Ｉ

1 1サ

’
うち男性 15 うち男性 19

うち女性 6 うち女性 15

’司法委 員 参与 員

Ⅱ
、

10
16

IQ
画

うち男性 8 うち男性 9

1 1

うち女性 2 うち女性 7
ロ ロ
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地裁民事訴訟（通常，手形。小切手,再審）事件年次推移図表
(地裁呉）
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地裁民事訴訟(交通事故損害賠償)事件年次推移図表●
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倒産（破産，民事再生（含会社更生） ）事件年次推移図表
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104(105）

3

41

48

47

一

119

126

138

143

181

八へ

｜

｛

の守

守、

ハハ

〃ヲ／洲、、

総数 旧受 新受 ｜

一新受一既済→一未済

半成29年

平成30年
へ－－－－．ー竺二

一

令和2年
一 一 一

令才ﾛ3年
へ一.＝ 一一 一一 ｡
－

一

2， 1

2,373

2,580

2，492
－

2,394

1762（ 99

39

）

487
W

558

742

728

752

523(752）

､ 1

1239(1239）

1

1，81

1，838

,764

P 642

,652

5

． ' 、!~・ ・ ・ I じらU

1227(1414)’ 53丙7雨71

| 、871

1．581

1,631

1，852

| ，740

－

RRR

守月、

J E一

二一 二＝

700

守岸ハ

声ハハ

総数 旧受 新受



民事第一審通常訴訟事件の処理状況表（令和3年）
◆

F－－－－－－｢~－

－
１
｝
・
Ｉ
Ｉ

■

‐
※未済改善率は、前年と比較したもの

【未済累積度】

全国平均(1..00)との対比で未済の累積状況を見る指標
◆算出方法

未済累積度 圭済件数×未済事件平均審理期間
（対全国比） ＝‐－一

新受件数×全国平均未済率×未済事件全国平均審理期間
※全国平均未済率は,全地裁の未済件数÷新受件数

【未済改善率】

前年に比べて未済の累積状況がどのように改善したのかを計る指標
◆算出方法

一

未済改善率
(対前年比）

一

一

－9－

I

上
｜
呉

一

尾道

一

福山

一

三次

広島地裁
合計・平均

一

令和2年
広島地裁
合計。平均

2,096

新受

1,442

’
135

I

111
■

－

298

43

｜
’

2，029

－

’ 既済
1，51

141

118

335

43

2, 156

型L型
2,034 2,070

未済

1,437

129

81

270

1,943 1．06

1．06

－－
－

’
0．97

既済率

1．05

1．04

1．06

1．12

|蕊
1．54

1． 14

0．65

1．19

0．66

－

1．40

1．00

－ ’

1．32 0．99

対新受
件数比
(未済率）

100

|“
◆

0．73

0，91

0．60

－

0．96

11．8

－

13.1

1
’

14. 1

謂零
14.

11．

8.5

12．6

17．0％

8.5％

1．2％

14.4％

11.5％

1

15.4％

11.9％

｜

14.3％

’
0．92

0．99

－

1．04

’ 未済改善率
0．98

－

0．97

1．29

－

1．02

0．89

犀
ﾄー
20．0

－

11．61

－

／
畠一一一一一

10.7％

〆
17.0％

’15.8％

未済事件係属状況



地裁民事事件長期未済事件調査表‘

令和4年10月31日現在

期間 2年 3年 5年 7年 10年

計

事件別 以上 以上 以上 以上 以上

訴訟事件 12 3 2 0 0 17
P

ｌｌｌ
ｌ

破産事件 0 1 0 0 0 1

0 ~一~一~一ーーー■■■■■■■■■■■■■

－10－



地裁刑事訴訟事件年次推移図表

地裁呉）一

０
０
０
．
０
０
０
０

２
０
８
６
４
２

１
１

’

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
－

内訳 受 理
年度 既 済

受
玉
川
一
”
｜
淵

ﾄｰ睾器差
一一令和元年
令和2年

一 令和3年

_－－壷n群9月封
※()は前年同月の数備

69

74

95

71

107

49(76）

鮒
一
幅
一
妬
一
弱
一
塊
一
剛

裁総数）
1,600

1,400

1．200

1,000

800

600

400

200

0

－

’
一

~－－－－－－一一一一一一一一一一一一

一
一
一
》

－

平成29年

一
一
》

－＝一

平成30年 令和元年
9

内訳 受
理

年度 既 済

Ⅷ
｜
Ⅷ
｜
棚
一
Ⅷ
｜
Ⅷ
一
州

438
－

454
－

424
－

330
－

431
-

357(376）

－11－

－

▲ ．｡

～ 一

一 －－1 －一

＝－ －ー－－－

－－－－~

－未済



地裁刑事訴訟事件の処理状況表（裁判員裁判を含む。 ） （令和3年）

司

’
未済事件係属状況

未済事件
平均審理
期間
（月）

長期未済
係属状況
（％）

未済事件
合議率
（％） ’ｊ

受
比
率

新
数
済

対
件
未く

未済
累積度

新受 未済
改善率

既済 未済 既済率

本庁 782 635 343 0.81 1．81 0.44 6.4 8.5 0.53 111

｜
’ 11．8

呉 104 107 32 0.36

1
0．31

’
0.0 1．28 0.0

1 1 1

尾道 82 92 12 1． 12 0． 14 0． 15 1 5 0.0 5． 13

ﾛ ロ Ⅱ I Ⅱ ，

1 1

8.3
福山 171 208 36 1．22 0．30 0．21 2.2 0.0 1．94

三次 19 15 8 0．79 2．41 0．42 8.9 12．5 0．72
■ ﾛ ﾛ ﾛ ﾛ

－

’

広島地裁
合計・平均

1， 158 1,057 431 0.91 1．34 0．37 5.6 7.0 0．63 9.5
I D

13.8

全地裁
合計・平均

65，151 66,019 22,497 1．01 1．00 0．35 4.5 2.3 0.99

|星蕊“ ﾙ” “' ” ，”985 1 1,079 330 1 . 10 1．03

－

17.0

1| ”‘ ’
a30．34 4.6 1．37

※未済改善率は，前年と比較したもの

【未済累穣度】

全国平均(1.00)との対比で未済の累積状況を見る指標
◆算出方法

未済累積度 未済件数×未済事件平均審理期間
（対全国比） 一

新受件数×全国平均未済率×未済事件全国平均審理期間
※全国平均未済率は,全地裁の未済件数÷新受件数

【未済改善率】

・前年に比べて未済の累稜状況がどのように改善したのかを計る指標
◆算出方法

未済改善率
(対前年比） 蕊顛蝋鱸駕慧謙鶚議鶏

’

一

－12－



簡裁民事訴訟（通常，手形。小切手，再審，少額，少額異議）事件年次推移図表
(簡裁呉）日』…＝

０
０
０
０
０
０

５
０
５
０
５

２
２
１
１

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

l4U(14b）

詞華旦鵲※少額訴

※ （ ）
）の数で，内数である。

←､曹
一

月の数値

謹唇蹴薪葬童犠富鮮繩6榊溌窒繩じぞ職じそ剛;漿
城30年から令和2年は横ばいであったが、令和3年以降更に減少してい、 ；

■

● ●

iる。 ．
●

■

……………………………………・………………．……………………….…．……………．……………；

(簡裁総数）

6，000

5，000

4，000

3,000

2,000

1,000

0

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

内訳 ヱ
示
幅度 既 済旧 一~尋

平成2g年
一少額訴訟

6,921
知
噸
恥
顧
加

卵
刷
鋤
汀
馴

狸
痂
加
嗣
麺

理
頚
狸

卵
而
刷

1，■9

,51

1681 471

Ⅲq(121)’ 30(47
※少額訴訟欄は少額訴訟事件(少.）の数でr肉藪壱認鳶
※ （ ）は前年同月の数値

－13－

繩:現、
一一

巳

一手二一二一

一一

守

上 匙 ≦
靴

一

－－－一－－~ー一一割－
9

一新受一■一既済一一未済

年度
内訳

乖啼っO律
旧 受 既 済

5（

平成3

少額
o年
訴訟

一
一

年３和今や

↓
一

５

－
５ 174

－－－§

↓
、
「
０

Ｊ

麺
一

８

－
４ 17｛

11

137
10

34(42）
唖阻

106(103）
5(5)

181
9

145

－－－－－－－2
IvvkUリVノ

ヘ夕へ処

41

－－可置
4

－言可
5

U帯k･ワノ

－－－－二一三
－－－－－－－

古

一
一

－新受→一既済一未済



簡裁民事訴訟（交通事故損害賠償）事件年次推移図表
(簡裁総数。簡裁呉）

「~－－－

800

700

600

500

400

300

200

100

0

一◆一管内全体(新受）

勺一,管内全体(既済）

-圭一呉簡裁(新受）

一幸呉簡裁(既済）

平成29年 平成30年． 令和元年 令和2年． 令和3年
ー

平成29年
一

696

令和4年
9月末

448(413）

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
一

555
管内全体（新受）

管内全体（既済）

685
-

689

657

632

43

591

652

38

666
398(420）

22(25）

23(30）

卯
一
妬

卯
一
兜44

※ （ ）は前年同月の数値

;…踊勤間.･難篶塑;i乳?:･筆･；:･警・･雪．！･2…･…….､夕?……………………….…….…….
！“【特徴l新受事件は平祁§駒開祥溌ご衆減獺尚惹…！
iある。管内全体でも平成29年以降減少傾向が続いている。 ：

●

■

●
B

●

~~~一一一ママ●●●●｡■●●●●●匂■U●●●O●●●口句d●令一一二一一一一一 ｡｡‐■▲=e官e●●■●●●｡U●●■①■●ひ、◆●●●■●●も●●いら●●g●●●｡●●●●●｡◆｡O■●●●●●

p

－14－



U

調停事件年次推移図表

(簡裁呉）

０
０
０
０
０
０
０

６
５
４
３
２
１

内訳

既済年度

ﾉハ 、 ノ Id､HIjﾕflpjﾉﾖUノ型1但
●●q●●●●●●●●●●●｡●■●の●●qの一一一一一一一 一一一一一

〉ﾕｰｰｰｰ寺気~氏･身･･資9A蟹.。γ智｡…賀.､皇.･空｡｡,2F.f…､・…･-…=………………………．

辿特誉】纒蓉三乎蕊r騨抵;鋤.§術.箸瞥些施℃ぞ秘.じ．：● p
;ている。令和2年以降、 30件から40件で推移している。 ．■● ●

0

●
Ｄ
Ｊ●●。●巳■●■Ｑ■●●串■■ｅｅｅ甲谷●●●

■■宙■■■白●●●Ｂ○ひ●■
一

戸

ｍ

－Ｄ●◆●●ｄ■●●Ｄ●。
●●●■●◆■。■●●０

●■●■●■■■ゆ■Ｇ●●●●●●
。

(簡裁総数）

700

600

500

400

300

200

100

0

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

内訳

既済年度

※ （ ）は前年同月の数値 言

－15－

一
▽

6

P

一一圭一 ・ 皇 一 △

々 ＝－－－‘芦一一=一一一一一
､ ､

一新受一■一既済一未済

平成29年
一■し ｡

令和元年

令和2年
へ一 凸

令和3年
=三一 一 三二二＝＝＝

令和4年9月末
鍵 ／ 、 I＋帯生産

58

39

60

44

50

39(39）

10

10

9

6

10

8(10） 31(29）

48

29

51

38

40

48
－－

30

54

34

42

21(34）

10■‐●
、

侭

10
0
U

18(5)

総数 旧受 新受

一
▲ 坐一 一 △ △

－■

一新受一既済一未済

平成29年

令和元年

年
一
一
．

３
－
日矛〈祠
」｝〈

令扣4年9月末
一

706

630

742

529

515

452(403）

150

127

1

120

2(128）

32

28 387

340(275）

556

503

610

409
－－401

403

308(288）

579

498

622

イハマ

イ｡、

10八

128
一一一一

112

144(115）

総数 旧受
－

新受



特定調停事件年次推移図表

(簡裁呉）日

２
０
８
６
４
２
０

１
１

も

内訳 受 理
既 済年度

※ （ ）は前年同月の

噺
巨
一
一
一
一

受
一
一
０
丁
皿
Ｔ
ｌ
丁
川

受
－
５
ｌ
０
ｌ
６
ｌ
８
ｌ
刊
一
川

２
ｌ
３
ｌ
６
ｌ
８
ｌ
ｎ
ｌ
川

３
－
０
－
０
－
０
－
０
－
川

§..Yﾙ期職.q建證.,tX.…塞見･贋･a…2.･EE…'……．．…令･｡，……………….…….…….…….．

型榊l新臺厩華麗迩職す猫關溌竺衆泌じ;…淀
●

■ ●
拝は, ‘多い年でも11件と激減した｡ ．■■e

.………………~~?言＝.．……………････……･……･…･……….…..….…………….……j
凸

●

〔簡裁総数）日j…jlりひ
合

０
０
０
０
０
０
０

２
０
８
６
４
２

１
１

ー

平成29年 平成30年 ， 令和元年 令和2年 令和3年
一

内訳 受 理
既 済年度

※ （ ）は前年同月の

受|新 受
一
妬
一
刈
一
川
一
弱
一
兜
一
州

95

79

104

40

54

30(32）

15

10

12

7

5

25(14）

－16－

一新受＝一既済一未済

一新受一既済一未済弓



督促事件年次推移図表

(簡裁呉）日j…＝

二
画

350

300

250

200

150

100

50

0
ー

平成28年

内訳 受 理
既済年度 未済唾

－
１
ｌ
２
ｌ
０
ｌ
１
ｌ
０
ｌ
川

新受
295

248
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249

138(204）

294

250
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300

249

133(202）

２
’
０
－
１
－
０
－
０
－
剛

;..鵬溺V.巽麓脚…帯離W..X崖…湾…管.3g.:.:".<.…:･…:……………………….、
鞠管】藷雲儀王唾亜革職期附溌些衆減砿献●

;にある。近年は年間250件から300件程度の件数で推移してい；
■

●;る。 ．
■ ｡

●

｡………………………………･------ - 一二:ﾆｰ……………･………………….…………』
･

言TTTーーー

総数）
－

日

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
一
》 －－

令和2年 令和3年
平成30年 令和元年

一

内訳 受 理
年度

ロユ型_全L王_ご_且_垂
※ （ ） は前年同月

‐ ﾛ 一一、ーー〃

の数値 ～

－17－

一 一 一△ _

一一一

‘一■

6

6

－

一

一■

－

▲－

一新受一一既済一未済

－新受→一既済一未謬

平成29年

一

一 令和元年

3，82

3,498

4， 168

58

27

38

3,763

3,471

4,130

3，794

3，460

4．111
・ ア ･ ｡ ■

ハマ

の、

Fー

垂

総数 旧受 新 受

3,531

2,971

i854(2379）

57

71

28(71）

3,474

2,900

1826(2308）

3．460

2,943

1822(2324）

Ｊ
イ
日

〕

７
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ーｰ

･ハハノFF、

－
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〃

簡裁刑事訴訟事件年次推移図表

（簡裁呉）
35

30

25

０
５
０

２
１
１

５
０

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

内訳 受 理
既 済年度 胆

一
一
二
一

数
２
１
４
’
５
’
０
｜
団

３
３
１
１
２
１く９１

総
１
値

、
噸
》
》
》
》
》
櫓

成
成
令
令
令
諏
榊

巨
恥

度岼

芽
受
一
別
一
四
一
個
一
Ｍ
一
杷
一
川

釦
一
卯
一
旧
一
個
一
Ｍ
一
川

２
－
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ｌ
１
ｌ
２
ｌ
６
－
州

(簡裁総数）’
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’
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義|㈱ ‘評画呵一
令和元年｜ 面~｢一

番
令和2年｜
令和3年｜
金和4年9月末｜

※（）は前年同月の数値

－ 受|新

一号引二
一53可一
一27 1－
30
双而~'一

一
受
一
川
一
加
一
叩
一
川
一
伽
一
岬

川
一
剛
一
側
一
伽
一
Ⅲ
｜
川

釧
一
卵
一
刀
一
釦
一
別
一
Ⅲ
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略式事件年次推移図表

(簡裁呉）一～一一

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
■■■■■, 一ニーーーー ー 1

－

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

内訳

｜
旧
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ｌ
１
ｌ
５
ｌ
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捌
一
州
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４
１

４
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ｌ

受
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一
一
一
一

理
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一
Ｗ
一
一
引
船
３
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３
｜
剛
Ⅷ
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３
３
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新
一
一
菫
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一
一
扣
一
一
打
一
一
５
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’
３
｜
｜
川
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一
》
｜
》
一
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柵
一
剛
一
川
一
鯉
一
畑
一
州

１
打
－
５
－
３
｜
杷
一
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令和4年9月末｜
※()は前年同月の数値

(簡裁総数）’
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４

新
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受
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旧
一
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既 済年度
》
｜
》
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》
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》
｜
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3，660
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88

35(63）
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検察審査事件一覧表

令和4年10月31日現在
呉検察審査会

受 理 人
＝

貝 既 済 人
‐

貝

未
済

1

起
訴
相
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

新 受 申
旧 谷

口
移
谷
口

立

人
却
下

受

宝|篝 計 送｜計計
員

U Ⅱ ﾛ ﾛ

29年 0 1 ］ 1 1 1 1 1

由■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

30年 0 1 2 2 1 2 2
0

ロ

31年 0 5 5
5 1 0

I l I l I l l I

I l l l－T－｢－－｢－｢一計‐一トヨ一十一
ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ

2年 0 3 3 I
1 2

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 吾

3年 2 1 1 2 3 1 5 5 5 0

』 Ⅱ ロ ロ l ロ Ⅱ 』 Ⅱ ■

I

■ ■

4年 0 14
14 6

6 1 8

－20－



1家事審判事件新受事件数の推移
(速報値）

’
令和4 令和4年9月平成29年|平成30年|令和元年|令和2年|令和3年 泪I|値

730,8101
9,7081

1,667

ﾄ器君
’ 887」

’
全家裁一本庁一呉一尾道一福山一一三次

1,050,000
14,000

12,000

10,000

8,000

900,000

6,000

4,000

2,000

’
750,000宿

’ 0 令和3年 令和4年推測値平成30年 令和元年 令和2年29

令和4年は推測値であり､9月末時点の前年同月比に､昨年の事件数(令和3年)を乗じたものである。
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2－1家事調停事件新受事件数の推移

全家裁一本庁一呉ーー尾道一福山一一三次
ノ

150,0

2,000
120,00

,500
90,000

,000
60,000

500

30,000

ー

0
0平成29年 平成30年 、令和元年 令和2年 令和3年 令和4

令和4年は推測値であり､9月末時点の前年同月比に､昨年の事件数(令和3年)を乗じたものである。

2－2家事調停事件の成立率の推移
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年
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９
２
９
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鼬
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皿
皿
拠
秘
凧
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一
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刷
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弱

■
ロ
■
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成年後見等開始事件数の推移3－1

_令和3年一
55,655
一

805

令和2年一
51,922
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令和元年
一
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切
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一
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一
歌

全家裁．一一本庁一旦一一尾道一福山一三次〆～
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'3-2 成年後見等監督処分事件数の推移

一
州
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3－s後見人等の報酬付与申立事件数の推移
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4－1人事訴訟事件新受事件数の推移

全家裁一一本庁一一呉一一尾道一一福山一一三次

令和4年は推測値であり､9月末時点の前年同月比に､昨年の事件数(令和3年)を乗じたものである。

人事訴訟(未済)事件の平均審理期間の推移4－2

’

-26-



5－1少年一般保護事件新受事件数の推移
(速報値）

令和4年
推測値

令和4年9月令和3年9月令和3年令和2年和元年

23,225
-

283

24,732
-

267

32,372
-

435

34,472
－

410

38,547
-
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43,066
-

571

型
順
一
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兜
一
地
一
打

羽
一
価
一
梱

師
一
価
一
邸

配
一
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一
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5－2少年一般保護事件の観護措置人員割合の推移
令和4年
推測値

令和4年9月令和3年9月令和3年令和2年

11.9％
-

15.2％

11.4％
-

10.1％

11.9％
-

15.0％

11.4％
-

10.0％

11.7％
－

9.9％

7.0リ
”｣8％

5.8％

13.3％

12.0％

26.9％

7.8％

23.1％

13.2％

12.5％

0.0％

21.5％

7.2％

0.0％

幟
一
榊
一
州

13.3％

15.3％

0.0％

令和4年は推測値であり､9月末時点の前年同月比に､昨年の事件数(令和3年)を乗じたものである°

－27－



6－1少年道路交通法違反保護事件新受事件数の推移
←

全家裁
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ー全家裁一一本庁。一一呉一尾道ーー福山一一三次
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平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

6－2少年道路交通法違反保護事件の観護措置人員割合の推移

令和4年は推測値であり､9月末時点の前年同月比に､昨年の事件数(令和3年)を乗じたものである。
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